
オホーツク総合振興局産業振興部公共工事等入札執行方針

令 和 ３ 年 ３ 月 ２ 日

《工 事》
予定価格が２５０万円を超える公共工事（農業土木、水産土木及び森林土木等）について

は、制限付一般競争入札とする。
なお、特別な理由がある場合は、指名競争入札によることができるものとする。

特別な理由とは、
①災害など緊急を要する工事
②気象条件を考慮した適期施工に配慮しなければならない工事
③発注時期に制約のある工事
④造林事業に係る工事
⑤その他特別な事情がある場合

《委託業務》
公共工事に係る委託業務については、通常の指名競争入札を基本とする。
なお、業務内容により多様な入札を行う。

多様な入札とは
① 地域限定型一般競争入札
【農業】
測量、平易な調査業務、平易な設計業務。

【水産・森林】
設計・測量及び地質調査等の委託業務。

② 公募型指名競争入札
【農業・水産・森林】
総合的な計画の立案、大規模な建築物、高度な構造計算、特に高度な知識や応用

力を必要とする業務、計画から設計まで一貫して発注する業務など。


